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栃木県水泳連盟専門委員会規定



栃木県水泳連盟専門委員会規定

（目　的）

第１条　栃木県水泳連盟規約第 18 条第４項に基づき、専門委員会（以下「委員会」という。）

に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（所管事項）

第２条　理事会が付託する委員会の所管事項は別表のとおりとする。

２　特に必要なときは、特別委員会をおくことができる。

（役　員）

第３条　各委員会の役員は委員長および副委員長とする。ただし、副委員長は若干名おく

ことができる。委員長および副委員長は、理事会において選出する。

２　委員長は会務を統轄し、会議の議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委

員長に事故があるときはその職務を代行する。

（委　員）

第４条　委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

２　委員は、理事会より付託された業務を処理するものとし、各委員の分担する業

務は委員会が別に定める。

（任　期）

第５条　委員の任期は２年とする。ただし再任は防げない。

（会　議）

第６条　会議はそれぞれの専門委員会のほか、必要に応じて次の会議を開催することがで

きる。

　　　　合同委員会

　　　　専門委員会

２　前項の会議は、会長が召集するものとする。

（その他）

第７条　委員会において決定した事項は、理事会の承認を得なければならない。

　　付　則

　　　この規則は、昭和 48 年２月 17 日から施行する。

　　　この規則は、昭和 63 年４月１日から施行する。

　　　この規則は、平成３年４月１日から施行する。

　　　この規則は、平成７年４月１日から施行する。

　　　この規則は、平成 11 年４月１日から施行する。

　　　この規則は、平成 13 年４月１日から施行する。

　　　この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。

　　　この規則は、平成 29 年４月１日から施行する。

ー 13 ー



ー 14 ーー 14 ー

専門委員会の所管事項
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